
 
税 務 課 

 

区長報告第５号 

専決処分について（港区特別区税条例の一部を改正する条例） 

 

 

 地方税法等の一部を改正する法律（令和６年法律第４号）が令和６年３月３０

日に公布され、同年４月１日施行に係る規定について、港区特別区税条例（昭和

３９年港区条例第５５号）の一部を改正する必要があり、同年４月１日に区長専

決処分を行いました。 

 

 

１ 専決処分の日（条例を公布した日） 

  令和６年４月１日 

 

２ 改正内容 

（１）定額減税の実施 

令和６年度分の個人住民税について、一定の条件を満たす納税義務者（※１）

の所得割の額から、納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族（国外

居住者を除きます。）１人につき１万円を控除することとします。 

なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者（※２）（国外居住者を除きます。）

については、令和７年度分の個人住民税の所得割の額から１万円を控除する

こととします。 

※１ 対象となる納税義務者は、令和５年の合計所得金額が１，８０５万円

以下 

※２ 合計所得金額が１，０００万円を超える納税義務者と生計を一にして

いる配偶者であって、かつ、合計所得金額が４８万円以下の人をいいま

す。 

 

（２）その他規定の整備 

職権による区民税の減免を可能とするための規定を整備します。 

 

３ 施行期日 

  公布の日（令和６年４月１日） 
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改　正　内　容 改正条項 施行期日

１ 区民税の減免
職権による区民税の減免を可能とする
ための規定の整備

第３５条 令和６年４月１日

２
令和６年度分の区民税
の特別税額控除

令和６年度分個人住民税における定額
減税の実施に伴う規定（控除対象者等
に関する規定）の整備

付則第３条の７ 令和６年４月１日

３
令和６年度分の区民税
の納税通知書に関する
特例

令和６年度分個人住民税における定額
減税の実施に伴う規定（普通徴収にお
ける控除に関する規定）の整備

付則第３条の８ 令和６年４月１日

４
令和６年度分の公的年
金等に係る所得に係る
区民税に関する特例

令和６年度分個人住民税における定額
減税の実施に伴う規定（年金からの特
別徴収における控除に関する規定）の
整備

付則第３条の９ 令和６年４月１日

５
令和７年度分の区民税
の特別税額控除

令和７年度分個人住民税における定額
減税の実施に伴う規定（控除対象配偶
者を除く同一生計配偶者に係る控除の
規定）の整備

付則第３条の１
０

令和６年４月１日

６
肉用牛の売却による事
業所得に係る区民税の
課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第４条 令和６年４月１日

７
上場株式等に係る配当
所得等に係る区民税の
課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第７条 令和６年４月１日

８
土地の譲渡等に係る事
業所得等に係る区民税
の課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第９条 令和６年４月１日

９
長期譲渡所得に係る区
民税の課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第１０条 令和６年４月１日

１０
短期譲渡所得に係る区
民税の課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第１２条 令和６年４月１日

１１
一般株式等に係る譲渡
所得等に係る区民税の
課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第１３条 令和６年４月１日

１２
先物取引に係る雑所得
等に係る区民税の課税
の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備 付則第１４条 令和６年４月１日

１３
特例適用利子等及び特
例適用配当等に係る区
民税の課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備
付則第１４条の
２

令和６年４月１日

１４
条約適用利子等及び条
約適用配当等に係る区
民税の課税の特例

定額減税の導入に伴う規定の整備
付則第１４条の
３

令和６年４月１日

港区特別区税条例の一部を改正する条例の概要

改　正　項　目
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